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問合せ
苦情

事業者団体事業者団体事業者団体事業者団体

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（相談・ADR機関）

問合せ・要望
苦情処理・紛争解決を求める

苦情処理・
紛争解決を
求める

（特色・役割）

･消費者問題について幅広い知識を有する
･被害情報を提供して消費者を啓発・支援

･専門性・独立性が高い
・訴訟事件を扱っている

･事業分野について専門性が高い
・組織や活動内容など多様である
・業界全体の改善に結びつけることが望まれる

･都内広域にわたる被害への対応
･複雑・専門的処理を必要とする問題への対応
・民間型相談・ADR機関との連携

・相談情報を活用して行政措置へつなげる

・住民に最も身近な相談窓口

（備考）　％の表示の数値は、国民生活センター国民生活動向調査(平成14年10月～11月）からの引用による。

　　　　　商品・サービスに｢不満・被害があった」と回答した人の苦情の申し出率･申し出先であり、複数回答。
　　　　　（申し出た人と申し出しなかった人との合計が１００％を越えるのは、同一の人が複数の不満・被害を経験した場合を含むからである。）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

【図１】



東京都における消費者被害救済の新たな仕組み（概略）
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【図２】

今回の答申で提言されたものを示す（備考）


	 
【
図１】消費生活相談処理の流れ
	 
【図２】東京都における消費者被害救済の新たな仕組み（概略）



